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衆
議
院
議
員
吉
原
米
治
君
提
出
有
限
会
社
益
田
自
動
車
学
校
の
労
使
紛
争
等
に
関
す
る
質
問
に
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す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

1 

島
根
県
地
方
労
働
委
員
会
に
対
し
て
、
総
評
全
国
一
般
労
働
組
合
島
根
地
方
本
部
益
田
支
部
か
ら
有
限
会 

社
益
田
自
動
車
学
校
を
被
申
立
人
と
し
て
三
件
（
昭
和
五
十
九
年
六
月
二
日
、
同
月
二
十
六
日
及
び
同
年
七 

月
十
二
日
申
立
て
）
の
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
が
行
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
現
在
同
地 

方
労
働
委
員
会
に
お
い
て
審
問
又
は
審
問
後
の
手
続
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

2 

島
根
県
地
方
労
働
委
員
会
は
事
件
の
実
情
に
即
し
て
適
正
に
必
要
な
手
続
を
進
め
て
い
る
も
の
と
考
え
て 

い
る
。 

二
に
つ
い
て 



三
に
つ
い
て 

て
「
十
五
日
間
で
卒
業
可
能
」
等
の
広
告
を
し
て
い
る
事
実
が
あ
つ
た
。 

な
が
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
道
路
交
通
法
第
九
十
八
条
第
七
項
に
基
づ
く
検
査
等
を
強
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
で 

設
置
者
の
変
更
に
際
し
改
め
て
受
け
る
必
要
が
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

ク
ー
ル
に
変
更
さ
れ
た
が
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
八
条
第
一
項
の
指
定
は
、 

あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

五
十
八
年
十
月
二
十
四
日
、
設
置
者
が
有
限
会
社
益
田
自
動
車
学
校
か
ら
有
限
会
社
益
田
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス 

島
根
県
公
安
委
員
会
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
広
告
に
よ
る
募
集
が
適
正
を
欠
く
教
習
及
び
技
能
検
定
に
つ 

益
田
自
動
車
教
習
所
の
教
習
生
の
募
集
方
法
に
つ
い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
一
部
の
教
習
生
の
募
集
に
際
し 

益
田
自
動
車
教
習
所
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
八
年
島
根
県
公
安
委
員
会
の
指
定
を
受
け
、
そ
の
後
、
昭
和 
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